役付手当を支払えば、残業代は払わなくてもいい？

労基法第４１条１号～３号の中に、労働時間、休憩、休日の適用除外者として、次の３種類の労働者を認めています。
①農業、畜産、養蚕業、水産業の労働者

②管理監督者の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

③監視又は断続的労働の従事者で行政官庁の許可を受けた者

この中で、実務上よく問題になるのが、「管理監督者」の範囲があります。

まず事業主が、「役付手当をつけており、彼は管理監督者だから残業代を払わなくてもいい。」と言うことにはなりません。

あくまでも管理監督者は労働基準法上認められた者の範囲に限ります。

管理監督者とは、企業では一般的に部長・工場長等、労働条件の決定その他労務管理ついて経営者と一体的立場にある者を意味しています。これは、職位や資格の名称にとらわれず職務内容、権限、責任、待遇等の実態に即して判断されるので、部長であっても上記の実態になければ管理監督者といえない反面部長以下の職制でも上記実態にあれば管理監督者といえません。
【判断基準】

①労務管理上、経営者と一体的な立場にあり、一定の裁量的権限と責任を有していること。

②勤務時間についてある程度の自由裁量を有すること。

③賃金等の待遇面で一般労働者と比べ、優遇措置が講じられていること。
